
飯南町農業委員会農地利用最適化推進委員募集要項 

 

1　募集人数 

１４名 

 

2　任用期間 

農業委員会が委嘱した日 

令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日まで 

 

3　身分 

飯南町の特別職の非常勤職員 

 

4　職務内容 

担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参

入の促進等に伴う現地での調査、指導及び監視業務等。 

 

5　推進委員報酬 

月額１０，０００円 

 

6　推薦を受ける者及び応募する者の資格 

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次のいずれか

に該当する者は除く。 

(1)　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

(2)　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け 

ることがなくなるまでの者 

(3)　他法令で兼職禁止の規定がある者 

(4)　飯南町の職員(地方公務員法適用者) 

 
区域 募集人数 区域 募集人数

 
都加賀・花栗 1人 上赤名 1人

 
奥畑 1人 下赤名 1人

 
上区 1人 谷 1人

 
長谷・寺沢 1人 上来島 1人

 
敷波・佐見 1人 小田・真木 1人

 
八神・獅子 1人 野萱 1人

 
志津見・角井 1人 下来島 1人



7　推薦及び応募に係る手続等 

既定の様式に必要事項を記入の上、(3)の添付書類を添えて、郵送又は持

参により飯南町農業委員会事務局まで提出してください。 

(1)推薦及び募集様式 

(2)様式の入手方法 

次の窓口に備えるほか、飯南町のホームページからもダウンロード 

できます。 

(3)添付書類 

被推薦者又は応募者の本籍の記載がある住民票(発行後3箇月以内もの) 

 

8　受付期間 

令和８年４月１日（水）から令和８年４月３０日（木）（必着） 

※　持参される場合は、役場開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに提

出してください。 

※　書類の提出期間は延長する場合があります。この場合、受付期間最終日

以降に飯南町のホームページ等により公表します。 

 

9　選定方法 

提出された書類をもとに選定し、必要に応じて面接等を行う場合があります。

結果については、６月中旬に飯南町のホームページ等により公表し、結果に

係る通知文書等の発送は行いません 

 

 

 
農業者等(個人)が推薦する場合　　　　　【様式1】

 
法人又は団体が推薦する場合　　　　　　【様式2】

 
応募する場合　　　　　　　　　　　　　【様式3】

 
窓口 所在地 電話番号

 
飯南町産業振興課 〒690-3513 

飯南町下赤名880

0854-76-2214

 
飯南町役場頓原基幹支所 〒690-3207 

飯南町頓原2064

0854-72-0311

 
飯南町役場来島支所 〒690-3401 

飯南町野萱300-1

0854-76-2393

 
飯南町役場志々支所 〒690-3312 

飯南町八神117-1

0854-73-0001



10　推薦及び募集に係る書類の提出先及び問い合わせ先 

〒690-3513 

飯南町下赤名880番地 

飯南町農業委員会(産業振興課) 

電話0854－76－2214 

 

11　その他 

受付期間の中間及び期間終了後に、飯南町のホームページ等で、提出のあ

った推薦及び応募に係る書類をもとに以下の内容を公表します。 

(1)　推薦又は応募する区域 

(2)　推薦者(個人)については、氏名、職業、年齢及び性別 

(3)　推薦者(法人又は団体)については、名称、目的、代表者又は管理人の氏

名、構成員の数及び構成員の資格・要件 

(4)　被推薦者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状

況 

(5)　推薦又は応募の理由 

(6)　推薦者が被推薦者を飯南町農業委員会の委員に推薦しているか否かの

別、又は、応募者が飯南町農業委員会の委員に応募しているか否かの別


